
（R06　冬　府高教　専門部【定通部】）
項目１④
〇　令和５年３月に策定した「府立高等学校再編整備計画（令和５年度から令和９年度）」に記載しているとおり、近年の通信制高校への進学ニーズの高まりなどから、特に夜間定時制の課程については小規模化が進んでおり、学校運営に支障が出るなど課題が生じている。また昼間の定時制の課程である多部制単位制Ⅰ・Ⅱ部や昼夜間単位制の高校において志願者数が定員に満たない状態が続いている。
こうした状況や、中学校においても不登校等を経験した生徒、全日制の課程になじめない生徒、自己のキャリア形成において自由な時間帯での学びを希望する生徒及び他の高校からの編転入学の生徒などの学びの場としての役割を踏まえつつ、多部制単位制Ⅰ・Ⅱ部、昼夜間単位制を含めた定時制の課程について、望ましい学習環境の確保に向けて対応方策を検討してまいる。
項目１⑤
〇　定時制・通信制の課程で学ぶ多様な状況にある生徒に対する支援の充実については、多角的な観点からの支援が必要であると考えている。

○　不登校の生徒や高校生活に不安がある生徒に対する教育相談体制の充実に向けて、「障がいのある生徒の高校生活支援事業」において、公認心理師又は臨床心理士の資格を有するスクールカウンセラーを、すべての府立高校に配置している。

○　さらに、今年度は不登校生徒の多い府立高校に対して、スクールカウンセラーの配置回数を大幅に拡充したところ。

○　また、生徒の問題行動等の背景には、心の問題とともに家庭等含む複雑化した状況もあり、「課題を抱える生徒フォローアップ事業」により、様々な課題を抱える生徒が多く在籍する府立高校の定時制・通信制課程18校に対してＳＳＷを配置している。

〇　加えて、府立学校向けＳＳＷ定期相談会の開催や、ＳＳＷ未配置校へのＳＳＷＳＶの定期巡回などにより、すべての府立学校が専門家に相談できる体制を構築している。

〇　なお、地方自治法の改正に伴い、一般非常勤職員は、令和２年度より期末手当支給制度が、令和６年度より勤勉手当支給制度が創設されたところ。

〇　今後も引き続き、活動報告書、事業調査等を通じて、活用状況、課題等を整理し、事業の効率的な運用に努めてまいる。
項目２①
○　定時制の課程の学級編制については、平成10年度から実施した総合募集に係わって、新たな学級編制基準を策定し、公表している。

また、令和６年度については、学級編制基準を維持しつつ、各校の状況を踏まえ、学級編制を行った。今後も、各校の状況を踏まえた学級編制を行ってまいる。
項目２②
○　定時制の課程の学級編制は、平成10年度に公表した「定時制の課程学級編制基準」に基づくこととしている。令和６年度についても、「学級編制基準」を維持しつつ、各学校の状況も踏まえ、学級編制をおこなったところ。今後も、各校の状況を踏まえた学級編制を行ってまいる。
項目２③
○　平成28年度以降の高等学校の入学者選抜制度については、平成26年11月「大阪府公立高等学校入学者選抜改善方針」を公表し、選抜の機会、選抜の日程についても、高等学校における教育活動に与える影響に十分配慮し、受験機会を原則一本化し、一般選抜の日程を３月の初・中旬としたところ。

また、平成28年度以降の選抜においては、入学者選抜制度改善に伴い、一般入学者選抜の実施時期を早めたことにより、二次入学者選抜についても繰り上げて実施しており、令和７年度選抜についても、同様の考え方で日程を設定している。
　＜参考＞　二次選抜日程

H27  3/27（金）

H28  3/25（金）

H29  3/24（金）

H30  3/22（木）

H31  3/22（金）

R２　3/24（火）

R３　3/22（月）

R４　3/23（水）

R５　3/23（木）

R６　3/25（月）

R７　3/26（水）
項目２④
○　高等学校の入学は、実施要項の定めるところにより、学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可することと定められているところ。

　　また、学力検査は、課程によらず同一の問題を使用することから、全日制の課程と定時制の課程における入学者選抜は、同時間帯で実施している。
項目３①
○　定時制の課程の学級編制については、平成10年度から実施した総合募集に係わって、新たな学級編制基準を策定し、原則として本基準に基づき行っているところ。

○　なお、１クラス35人を基本に学級展開しているエンパワメントスクール等においても、他校と同様に、国が定める40人という標準に基づき教員を配置しているところ。
項目３②
○　入学者選抜における募集人員は毎年、11月の教育委員会会議の議決後に公表している。また、これまで３月に再履修者及び留年者への対応として、留年対応クラスを設置していたが、近年、定時制の課程においては、中学校時代に不登校であった生徒、障がいのある生徒や日本語指導が必要な生徒等の就学におけるセーフティネットの役割が増していることから、令和２年度より支援等対策クラスを設置した。

今後も、在籍生徒数が減少するなか、学校の状況を踏まえた学級設置等が行えるよう関係課と協議してまいる。
項目３③
○　養護教諭については、いじめや不登校、暴力行為など「心身の健康問題」を抱える生徒が多い学校などへ複数配置を行ってきたところであり、今年度は５３校について複数配置を行った。

○　今後とも各学校の状況を勘案し、適切な配置に努めてまいる。
項目３④
○　実習教員については、国標準を上回る定数を削減するとともに、校務員業務については退職した後を補充しないでアウトソーシングを行うこととするものであるので、ご理解願いたい。　　今後とも、一層適正な定数管理に努めてまいりたい。

○　府立高等学校については、平成23年度から、授業料無償化による業務軽減に加え、学校事務業務の集約化、受付窓口業務の改善等により、学校事務の運営体制の見直しを行ったもの。

○　また、平成26年度からの高校授業料無償化制度の見直しに伴う事務処理体制については、事務の性質等を総合的に勘案し、平成27年度より賃金職員の活用により対応したところ。

○　今後とも、事務処理体制については、校長ヒアリング等を通じ、事務室の状況把握に努め、適切に対応してまいる。
項目３⑤、６②
○　教職員定数については、国に定数改善を要望するとともに、国において措置される定数を最大限に確保し、教育水準や教育課題への対応を踏まえながら、一層適正な定数管理に努めてまいる。
項目４①
○　「府立高等学校特色づくり・再編整備計画（全体計画）」において再配置した夜間定時制は、夜間という条件の中で学習する生徒の就学を支援するため、単位制及び二学期制を導入し、多様な教育課程を編成することとした。

○　また、週当たりの授業時間数の少ない夜間定時制の課程において、多様な生徒のニーズにきめ細かく応え、柔軟な学習を支援するためゼロ時限目授業、土曜開講を導入するなど、教育内容の充実に努めているところ。

○　校時については通学時間を考慮し、授業開始時刻をこれまでの17:30から30分繰り下げ、概ね18:00とし、運用していただいているところ。

○　今後とも、夜間定時制教育の一層の充実に努めてまいる。
項目４②
○　現在の定通併修制度は、生徒・教員の負担軽減を図りながら、教育効果をあげ、３年間での卒業を可能とするためのものである。

○　教育課程については、法令及び高等学校学習指導要領、並びに「大阪府立高等学校教育課程基準」に基づき、各学校において地域や学校の実態等を十分考慮して編成されるものである。

○　その編成に当たっては、生徒の特性、進路等に応じた多様な教科・科目を設け、生徒が自由に選択履修することのできるように配慮する必要がある。

○　定通併修による単位認定については、この趣旨に則り、「通信制の課程との併修により修業年限を３年以上とする定時制の課程における教育課程編成上の留意事項について」により定めているところであり、各学校においては、生徒の状況等に応じて適切に実施していると認識している。

　

○　今後とも、制度の適切な運用に努めてまいる。
項目５①
○　教科書無償給与制度については、勤労青年の高等学校夜間定時制の課程及び通信制課程への修学を促進し、教育の機会均等を保障することを目的に実施してきたところであるが、２０１４（平成２６）年度より、授業料無償化制度見直しの財源を活用して、大阪府内に在住する低所得世帯の高校生の保護者に対し、授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金制度を創設した。

○　この給付金の対象経費には教科書も含まれることから、制度の導入に際して事業再編を行い、教科書無償給与は２０１４（平成２６）年度入学生から廃止した。
奨学のための給付金は、教科書費だけでなく、教材費や学校徴収金、学用品など広く授業料以外の教育経費を給付対象とする制度であるため、この制度中で府立高校生全体にかかる支援を行っている。　
項目５③
○　夜間課程を置く高等学校の給食については、平成20年度からは全校において、デリバリー給食を実施してまいった。しかしながら、年々喫食率が減少し、一部の学校においては、喫食する生徒がいないという事態が生じ、また、喫食率が減少することにより一食あたりの単価が上昇し、それによってさらに喫食率が減少するということとなった。
このため、平成28年度は受注業者が見込めない状況となったことから、事業を縮小せざるをえず、同年以降、ある程度の喫食が見込める学校において事業を実施することとした。

○　給食の運営に関しては今後も研究を続けてまいる。
項目５④
○　１食あたりの単価については、喫食数の減少や物価高騰等の理由により、上昇傾向にあるが、生徒負担分・教職員負担分を含め、入札等により価格を決定しているところであり、単価をすこしでも低くできるよう、引き続き研究してまいる。

○　検食の費用を府費で負担することは困難であると考えている。
項目６①
○　桃谷高校は、平成17年度にⅠ・Ⅱ・Ⅲ部を設置する多部制単位制高校として再編し、それまでの取組を踏まえながらより充実した教育を推進するため、定時制専用棟の増築などの整備を行った。
項目６②
○　勝山高校の校地に令和２年４月に開校した大阪わかば高校の施設・設備については、授業に必要な教材・教具の調達のほか、多目的ホール、芝生広場などの整備を行った。
項目７①
○　教職員人事においては、「大阪府公立学校教職員人事基本方針」を定め、これに基づき実施している。今後とも各学校の実情に応じて教職員の適正な配置を図り、学校に清新の気風を醸成するとともに、教職員の経験を豊かにし、資質の向上を図るため、校長・准校長の具申を基に計画的に進めてまいりたい。

○　なお、人事異動を進めるにあたっては、各学校の円滑な運営体制を確保するという観点を十分に踏まえ、准校長からのヒアリング等を通じ、本人の事情等についても把握した上で、適切に行ってまいりたい。
項目８①
○　空き教室を含めた教室の配置運営については、各学校において決定していただいているところであり、全定供用教室の運用についても現有施設の範囲内での検討をお願いする。
○　空き教室を含めた教室の配置運営については、各学校において決定していただいているところであり、全定供用教室の運用についても現有施設の範囲内での検討をお願いする。

なお、定時制独立校舎の設置については、財政難の折、困難である。
項目８②
〇　学校の老朽化対策については、令和２年３月に「府立学校施設長寿命化整備方針」を令和３年３月に「府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画」を策定しており、令和３年度以降、本実施計画に基づき計画的な改修等に順次着手しているところ。

〇　施設のすべての窓に網戸を取り付けることは、現在の府の厳しい財政事情においては困難な状況であり、今後の課題と考えている。

〇　また、平均気温の上昇や猛暑日の増加など環境の変化を踏まえ、特別教室等の使用状況等を検証した上で、生徒の学習環境の改善に必要な対策を検討してまいる。
項目８③
〇　定時制専用棟を増築することについては、財政難の折、困難である。
項目９①②③
○　教員は教育公務員特例法第21条の規定からも、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならないことから、研修は大いに奨励されなければならないものである。

○　しかし、教育公務員特例法第22条第２項に基づく勤務場所を離れて行う研修については、勤務時間中に職務に専念する義務を免除され、有給で行われるものであることから、承認研修としてふさわしい内容、意義を有することはもとより、府民から十分理解が得られるよう、適切な運用が行われなくてはならない。

○　また、研修の承認権は校長・准校長にあるが、上記のような趣旨に沿った適切な運用がなされるよう、引き続き、各府立学校長に対して周知・徹底を図ってまいる。
項目１０②
○　平成26年度からの高校授業料無償化制度の見直しに伴う事務処理体制については、事務の性質等を総合的に勘案し、平成27年度より賃金職員の活用により対応したところ。

○　今後とも、事務処理体制については、校長ヒアリング等を通じ、事務室の状況把握に努め適切に対応してまいる。
項目１０②
○　高校生等への修学支援については、所得制限を導入した現行の高等学校等就学支援金制度の開始や授業料以外の教育費負担を軽減するための高校生等奨学給付金が平成26年（2014年）に創設されてから10年が経過した。

○　国（文部科学省）においては、国会審議における附帯決議も踏まえ、平成29年４月に「高校生等への修学支援に関する協力者会議（以下、「協力者会議」という。）」を設置し、同年12月までに８回会議が開催され、「報告書骨子（案）」（中間まとめ）が作成された。制度改正による効果や影響等について検証し、取り組むべき課題や講ずべき措置等について、学識経験者等の協力を得て検討が行われているところ。

○　府教育庁としても、平成27年11月及び平成28年７月に文部科学省の担当者と意見交換する場があり、これら附帯決議を踏まえ、所得制限について見直すよう、とりわけ、定時制・通信制はそこで学ぶ生徒にとって高校修学のセーフティネットとなっていることから先行的に所得制限撤廃をするよう、しっかりと要望したところ。

○　また、文部科学省からの招へいに応じ、平成29年6月に開催された第2回協力者会議に出席し、原級留置等により修業年限を超過した生徒の卒業支援や、寄附金税額控除などによる課税額の変動により判定結果に不公平が生じている所得要件の判定基準の見直し、及び多子世帯等への支援の拡充を検討いただけるよう、お願いしているところ。

〇　このうち「所得要件の判定基準の見直し」については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部改正により、令和２年７月支給分からは、より公平な運用のために、寄附金税額控除などの影響を受けない課税所得金額を判定基準に用いることとなった。

○　今年度、大阪府においては、国に対し府の重点要望として、「国の責任において教育の無償化を進めること」、また、府教育庁の要望として、就学支援金の所得制限の撤廃のほか、奨学給付金の給付格差の解消など、学校現場の事務負担の軽減にもつながる見直しについても、しっかりと要望したところ。

○　なお、今年度より段階的に府独自制度により、国の就学支援金で所得超過により、対象外となった生徒の授業料を支援する制度を実施している。

〇　就学支援金等に係る事務については、平成28年度は生徒異動・保護者等異動に伴い、学校が作成し当課に提出いただく「一覧」を廃止するとともに、当課が作成し学校を通じて配付する資格認定通知と支給決定通知書との統合を行った。

また、平成29年度は奨学のための給付金の申請書の様式を変更し、申請者欄を自署とすることで、署名欄をなくすこととした。令和元年度には、非課税第２子の申請時に必要な生徒の兄弟姉妹の状況について、学校において聞き取りがしやすくなるよう、申請書の様式別紙を見直した。

令和２年度においては、保護者等の生徒との続柄の選択肢の見直しや、本制度の対象となるかどうかの事前判断が容易になるように課税証明書等を提出する保護者等の記載を明確にするなど、問い合わせが多い項目について、申請書の様式を見直した。

令和３年度においては、保護者等の記載漏れを防止するとともに学校での受付書類の確認を行いやすくするため、振込口座に関する事項及び生徒の健康保険証の写しの貼付欄の配置の変更や、非課税世帯における第１子と第２子の区分を明確にするためのチェック欄の設定など、申請書の様式を見直した。

　　さらに、令和4年度においても奨学のための給付金の学校徴収金の未納・未収額への充当について、三井住友銀行の協力を得て教育庁での一括処理に変更し、学校事務職員の負担軽減を図った。
○　平成28年７月の文部科学省担当者との意見交換の場において、就学支援金の所得制限の撤廃のほか、奨学給付金の給付格差の解消など、学校現場の事務負担の軽減にもつながる見直しについても、しっかりと要望したところ。

○　今後とも、学校現場など各方面からの要望、他府県の状況なども注視しながら可能な範囲で事務改善に努めてまいる。また、機会あるごとに国への要望など制度改善にも引き続き努めてまいる。
項目１０⑤
○　勤務時間の割振り変更については、平成26年２月に時間外勤務の縮減を進め、教職員の業務負担軽減を図ることを趣旨として、適切且つ柔軟に運用できるよう、教育長通達の改正を行ったところ。
項目１０⑥
○　勤務時間の振替えについては、勤務時間条例において「週休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日を人事委員会規則で定める期間内（勤務を命ずる日を起算日とする前４週間・後８週間以内、教育職員は前４週間・後16週間以内）に他の日へ振り替えることができる。」こととしている。

なお、週休日において３時間45分又は４時間の勤務を命ずる場合の勤務時間の割振り変更についても同様としている。
項目１０⑦
○　自動車等通勤の認定にあたっては、校長に対して関係通知に基づき適切に行うよう通知しているところ。

〇　なお、職員の自動車等通勤に伴い、府が駐車場に係る費用を支給することは、国や他府県との取扱いの均衡上、困難である。
項目１０⑩
〇　定時制・通信制高校も含め、府立高校に対してヒアリング等を通じて、各学校の実情を丁寧に把握しながら、日本語指導が必要な生徒支援のために非常勤講師を配置しているところ。

○　また、「日本語教育学校支援事業」において、学校からの要望に応じて、母語で学習支援等の補助をおこなう教育サポーターや多言語学習支援員の配置をおこなっている。

〇　今後も日本語指導をはじめとした修学支援の充実に向けて、取組みを進めてまいる。
項目１０⑪
○　府教育庁では、府立学校ネットワークサポートセンターを設け、校務用端末やLAN教室端末等の機器、およびネットワーク等に関する各校からの問合せに対応しているところ。

○　ICTに関する設備・機器のトラブルについても、保守事業者、府立学校ネットワークサポートセンター及び学校関係者が協力しながら、迅速な対応をしているところ。

○　また、全校トップページに、統合ICTネットワーク及び学校情報ネットワークそれぞれのチームサイトを掲載し、ネットワークを管理されている教職員の負担軽減になるよう努めている。

○　併せて、ＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒１人１台端末に関する問合せ対応やＦＡＱサイトの充実、学校訪問による問題の解決を行うとともに、クラウドサービスに関する設定作業の代行等を通じて、各校の支援を実施しているところ。

○　また、家庭にインターネット環境がない生徒に対しては、引き続き、モバイルルーターの貸出などを実施している。

　（なお、低所得世帯への支援のため、生活保護世帯については生活保護の生業扶助が、住民税所得割が非課税の世帯については、奨学のための給付金により措置されている。）

○　加えて、令和２年度には、普通教室数程度の教員用のChromebookやオンライン学習の配信に必要なカメラ等の購入費用を配当し支援してきたところ。
項目１０⑫
○　校務処理システムについては、円滑な運用のため、電話及びメールによるサポート窓口（府立学校ネットワークサポートセンター）を設置し、操作方法等に関するサポートを行っているところ。

○　校務処理システムの運用については、使いやすいシステムにするべく必要に応じて改修を行っている。また、各学校では、状況に対応した工夫をしながら、活用していただいているところ。

○　今後も、校務処理システムを各学校で活用していただけるよう、改善策を検討していきたいと考えている。
項目１０⑬
○　府教育庁では、ＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒１人１台端末に関する問合せ対応やＦＡＱサイトの充実、学校訪問による問題の解決を行うとともに、クラウドサービスに関する設定作業の代行等を通じて、各校の支援を実施しているところ。

○　また、家庭にインターネット環境がない生徒に対しては、引き続き、モバイルルーターの貸出などを実施している。

　（なお、低所得世帯への支援のため、生活保護世帯については生活保護の生業扶助が、住民税所得割が非課税の世帯については、奨学のための給付金により措置されている。）

○　加えて、令和２年度には、普通教室数程度の教員用のChromebookやオンライン学習の配信に必要なカメラ等の購入費用を配当し支援してきたところ。
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